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ケーブルテレビ業界の概要
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業界状況
日本ケーブルテレビ連盟加盟の
ケーブルテレビ事業者数

371社

総接続世帯数 2,650万世帯

世帯接続率 46.1％

有料チャンネル加入世帯数 817万世帯

インターネット接続加入世帯数 819万世帯

電話サービス加入世帯数 815万世帯

ＭＶＮＯ加入世帯数 8.5万世帯
2018年3月末現在
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 上記同様のサービス多様化への
対応として、確認書等の交付書面内容の工夫、親族への電話乃至は同席による契約説明などを実
施しているが更なる理解促進に努めていく。

 。お客様コンタクトポイントによる説明不足が大き
な原因と判断する。さらに、技術革新により提供されるサービスが多様化しており、説明内容が複雑、
多岐にわたる事により、詳細が伝わらず説明不足との指摘を受けているものと考えられる。さらに丁寧
な説明を心掛けるよう、周知啓蒙を行っていく。

業界団体の取組
① 消費者保護ルールに関するガイドライン」の逐条解説版を作成し、全社に配布。
② 全国11支部で説明会を毎年開催。周知、啓発活動を継続して実施。
③ 業界団体にお客様相談窓口を設置し、事業者に適切なエスカレーションを実施。
業界団体・業界全体が協調した取り組み強化が奏功したと判断。
① 営業員・代理店への研修実施。
② コールセンターにおける初期対応時のスキル向上、エスカレーション体制整備等の解決能力の向上。
③ 事業エリア内の消費生活センターとの連携し、自社への相談・苦情内容を入手の上、分析し対応。
④ 提出書面と営業活動の整合性による説明能力の向上。
（加入申込書・契約約款・重要事項説明書・キャンペーン内容・広告表示の一貫性向上）
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業界団体としての取組み ①

「消費者保護ルールに関するガイドライン」の
逐条解説版を作成（全社に配布）

全国説明会を実施し啓発活動を継続
（全国11か所の支部単位で毎年開催）

北海道

東 北

北関東
信越

東海
北陸

近畿

中国

四国九州

南関東

消費者保護
ルールについて
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その場で解決
①エリア照会や事業者照会
②CATVに関する一般的な質問
③事業者への質問前段階の確認
④自主基準の解釈

取次
当該事業者への取次
（業界団体を事業者と同一視する
場合のエスカレーション機能）

調査／ヒヤリング
苦情の場合の事実関係の確認を実施。
当該事業者に対し報告を求める。
（消費者への配布物等も提出させる）
直接営業員に連絡を取ることもある。

説明／指導
消費者への説明及び

当該事業者への指導。

業界団体
による

お客様相談

業界団体としての取組み ②
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■ J:COMの取組
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営業員がお客さま宅に訪問し、タブレットと紙で重要事項説明を使用して説明。

契約成立後、「ご契約内容のご案内」を紙面又は電磁的方法により交付。

 70歳以上のお客さまと契約する場合、営業員から、ご家族等へ電話・同席によるご説
明を実施し、さらに、営業員の上長からお客さまに電話で申込内容を確認している。ご
家族等へのご説明ができない場合は、お客さまから申込内容を記載した確認書を返送
いただき、営業員の上長からお客さまに架電し申込内容を確認した上で、営業員が再
度ご訪問している。

 70歳以上のお客さまか否かにかかわらず、J:COMサービスのお申し込みに際してご確
認いただきたい事項として、ご家族等へのご説明の希望有無を確認している。

（２）高齢者への対応

（１）説明義務、書面交付義務への対応

法改正後の取組（事業者の代表例） ①
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■ 参考：説明義務、書面交付義務への対応
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■ご利用サービス

お得プラン

　スタンダード ★

　３２０Ｍコース ★ 下り３２０Ｍｂｐｓ／上り１０Ｍｂｐｓサー

速度はベストエフォートです。（※）

　ＰＨＯＮＥ　プラス ★ 県内通話　８円／３分、県外通話　１５円／ 　

国際通話など、その他料金は、Ｊ：ＣＯＭホ

ページを確認ください。

■工事費・手数料・その他費用

工事費

契約事務手数料

■キャンペーン／特別割引

３０，０００円キャッシュバック 工事と証明書類取得が完了した月の翌々月下旬に３０，００

分をキャッシュバックします。適用は対象プラン加入時１回

重複適用なし。

5,000

2,000

2016/5/21

2016/5/21

2016/5/21

9,048

■弊社からの重要なお知らせ■

・初期契約解除制度対象外契約について（★）

弊社より契約締結後書面を発行いたしますが、以下の契約は初期契約解除制度の対象外となりますのでご了承ください。
既にご契約いただいている方が、下記お申込みをする場合：

Ｊ：ＣＯＭ ＴＶにおける①基本サービスの変更②一時停止期間終了後のサービス自動再開時③オプションサービスの追加、変更。

Ｊ：ＣＯＭ ＮＥＴ／ＰＨＯＮＥにおける①一時停止期間終了後のサービス自動再開時②オプションサービスの追加、変更。

ＷＯＷＯＷを当社経由で視聴、視聴料を直接ＷＯＷＯＷへお支払するご契約のお客様は、初期契約解除の取扱いはＷＯＷＯＷ

より送付される通知書の内容に準じます。詳しくはＷＯＷＯＷへお問合わせください。

・集合住宅一括契約のプランが変更になった物件にお住まいのお客さまへ
物件のプラン変更に伴い、ご契約を変更いたしました。詳細は、別途お送りする（一部、事前に送付済み）書面をご確認ください。

ご利用サービス 契約成立日 金額（円） 備考欄

内容 備考欄金額（円）

名称 補足（条件等）

特記ない限り、金額は消費税抜となります。変更・追加されたサービスに「★」が表示されております

※印の事項については、同封の別

もご覧ください

※印の事項については、同封の別

もご覧ください

※印の事項については、同封の別

もご覧ください

■契約者情報及びお支払方法について

お客さま番号 ： ０１－１２３４５６７８ Ｊ：ＣＯＭ　ＩＤ ： ００００００００１

契約者名 ： ジェイコム　太郎

設置先住所 ： 千代田区丸の内１－１－１　ジェイコムビル１０５

お支払方法 ： 口座振替 お支払時期 ： 26日又は27日　※金融機関休業日の場合は、翌営業

■長期契約プラン 有

長期契約プラン名称 ： お得プラン

契約成立日 ： ２０１６年５月２１日 契約解除料金 ： ＸＸ，ＸＸＸ円

契約更新年月 ： ２０１８年５月 契約期間 ： ２０１６年５月～２０１８年４月

長期契約プラン名称 ：

契約成立日 ： 契約解除料金 ：

契約更新年月 ： 契約期間 ：

長期契約プラン名称 ：

契約成立日 ： 契約解除料金 ：

契約更新年月 ： 契約期間 ：

長期契約プラン名称 ：

契約成立日 ： 契約解除料金 ：

契約更新年月 ： 契約期間 ：

■Ｊ：ＣＯＭ電力

契約プラン ： 供給地点特定番号 ：

供給開始予定日 ： 供給開始日（契約成立日） ：

〒１１１－１１１１

東京都千代田区丸の内９－９－９

ＸＸビル

株式会社ジェイコム○○

〒１１１－１１１１

東京都○○○○

１－２

テストビル１０２

ジェイコム 太郎 様

ご契約内容のご案内

このたびはＪ：ＣＯＭサービスをご契約いただきまして、

誠にありがとうございました。

下記のとおりご契約が成立しておりますのでご通知申し上げます。

ご契約内容を十分にご確認ください。

末永くご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

発行日：２０１６年６月

＜契約事業者＞

株式会社ジェイコムイースト

１１１－１１１１
東京都千代田区丸の内９－９－９ ＸＸビル

小売電力事業者登録番号：Ａ９９９９

＜お問い合わせ先＞

Ｊ：ＣＯＭカスタマーセンター

ＴＥＬ ０１２０－９９９－０００

受付時間 ９：００～１８：００

ＨＰ：ｗｗｗ．ｍｙｊｃｏｍ．ｃｏ．ｊｐ

■初期契約解除について（次頁＜弊社からの重要なお知らせ＞、別紙の重要事項説明書もあわせてご確認ください。）

Ｊ：ＣＯＭ ＴＶ／ＮＥＴ／ＰＨＯＮＥ／ＭＯＢＩＬＥ／緊急地震速報は初期契約解除制度の対象です。Ｊ：ＣＯＭ電力は

「Ｊ：ＣＯＭ電力家庭用コースに関する特定取引法に基づく表示」に基づき申込みの撤回を行えます。本書面をお客様が受領した日
から起算して８日を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発送した時に生じます。

この場合、お客様は①損害賠償若しくは違約金その他金銭等を請求されることはありません。②ただし、契約を解除するまでの期間

において提供を受けた有線放送役務並びに電気通信役務の料金（通話料金、購入済みのＪ：ＣＯＭオンデマンド利用料金等）、

契約事務手数料、及び既に工事が実施された場合の工事費、撤去費は請求されます。③契約に関連して弊社が金銭等を既に受領して

いる際には当該金銭等をお客様に返還いたします。弊社が初期契約解除について不実のことを告げたことによりお客様が告げられた

内容が事実であるとの誤認をし、これによって８日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる

旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して８日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
初期契約解除についてのお問い合わせはカスタマーセンターまでお願いいたします（※）。一部対象外契約があります（★）。

※印の事項については、同封の別紙もご覧ください

長期契約プランの名称、契約成立日、契約解除料金、契約更新月、契約期間をご確認できます。

※長期契約プランをご契約されていない方は記載されません。

Ｊ：ＣＯＭ電力の契約プラン、供給地点特定番号、供給開始予定日、供給開始日（契約成立日）をご確認できます。

※Ｊ：ＣＯＭ電力をご契約されていない方は記載されません。

【重要事項説明】 【ご契約内容のご案内】

法改正後の取組（事業者の代表例） ②
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■ 参考：高齢者への対応
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【ご契約前のご説明について】 【J:COM有料サービスお申込み確認書】
【お申し込みに際して

ご確認いただきたい事項】

法改正後の取組（事業者の代表例） ③
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